
障害福祉サービスについて



障害者総合支援法
とは？



日本の障害保健福祉施策は、様々な変遷を経て現

在の障害者総合支援法に至っている。障害者総合支

援法は、正式には「障害者の日常生活及びに社会生

活を総合的に支援するための法律」というが、この資

料では障害者総合支援法と記述する。

障害者総合支援法に至るまでの障害保健福祉施策の変遷



2000年　社会福祉基礎構造改革

現在の障害者総合支援法の発端となったのは、

2000年の社会福祉基礎構造改革にある。

国は社会福祉基礎構造改革において

一部の社会福祉事業を除きこれまでの行政側に決定権がある措置制度を改め

サービスの利用者が自らの意志で利用する

サービスについて選択できる利用制度に方向転換した。

 



2000年　社会福祉基礎構造改革

 社会福祉サービスの質と量の向上を掲げ、

事業参入の規制緩和をおこない、企業の参加を促進した。

それまで自治体や社会福祉法人が運営を独占してきた

福祉サービスの質の停滞を受け、福祉サービスにも競争原理が導入され

た。



2003年　支援費制度の開始

現在の障害者総合支援法のもととなる制度は支援費制度とい

い

2003年に公布され、支援費制度は、従来の日本の障害保健福

祉施策とは大きく一線を画すものであった。

 



2003年　支援費制度の開始

 

支援費制度は保険制度ではないが、

認定、程度区分、サービス提供のプロセスを、

すでに存在していた高齢者の介護保険制度を参考にしなら、

従来より充実したサービス内容を揃え開始された。

 



2003年　支援費制度の開始

 

支援費制度は施行からわずか数年で

予想以上のサービス利用による財源不足と

サービス利用料に地域差があるなどの問題があり改正

を余儀なくされる。



2006年　障害者自立支援法

支援費制度の課題を解決し改正法として

施行されたのが2006年の障害者自立支援法であった。

多くの障害者が属する低所得世帯にも1割負担を課し

世帯の範囲も生計を共にする家族と広範だったため

障害者の負担が増した。



2006年　障害者自立支援法

さらにサービスを提供する事業者にも

不評で実質の改悪となる改正であった。

 国は障害者とその家族から違憲訴訟を起こされ、同法は廃止と

なってしまう。

訴訟の和解の際に取り交わされた基本合意に

基づいて施行されたのが、現行の障害者総合支援法である。



障害者総合支援法の目的と基本理念



障害者総合支援法の目的は

「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人とし

ての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営

む」

ことである。

これを地域生活支援事業などにより総合的な支援をするとしている。



基本理念

①障害者も他の国民同様に個人として尊重される

②障害の有無に関係なく相互に人格と個性を尊重し合える共生社会を実

現する

③障害者・障害児が可能な限り身近な場所で支援を受けられること

④社会参加の機会が確保されること

⑤どこで誰と住むかなど他者との共生が妨げられないこと

⑥障害者･障害児が社会生活をする上での障壁の除去に資すること



障害者総合支援法は、障害者・障害児が他の国民と

同じように、基本的人権が守られ、自立した社会生活

を送れるように様々な支援をおこなうことが目的と理念

となっている。



障害者総合支援法のサービスの枠組み



障害者総合支援法下のサービスは、障害者と障害児という対象者で明確に分け

られている。

障害者へのサービスは自立支援給付という給付金の対象サービスである。

自立支援給付には、介護系サービスの介護給付、自立、社会生活を支援す

る訓練等給付、相談支援、地域生活支援事業がある。

主だった障害者対象のサービスを見ていく。



介護給付のサービス

・居宅介護　　・重度訪問介護

・同行援護　　・行動援護

・重度障害者等包括支援

・短期入所（ショートステイ）

・療養介護

・生活介護

・施設入所支援



訓練等給付のサービス

・自立訓練

・就労移行支援

・就労継続支援（A：雇用型　B：非雇用型）

・就労定着支援

・自立生活援助

・共同生活支援（グループホーム）



相談支援のサービス

・計画相談支援

・地域移行支援

・地域定着支援



自立支援医療

・更生・育成医療

・精神通院医療



地域生活支援事業

地域生活支援事業は市町村事業と都道府県事業に分けられ

ており、相談支援や障害者支援に関わる人員の派遣や養成、

研修など間接的なサービスが多くなっている。



補装具費支給制度

障害の状況から必要になる補装具の購入、借受け、修理に関

する費用も自立支援給付の範囲内となっている。補装具の種

類は、義肢・装具・車いすなどが対象となる。

利用の際には、市町村に費用支給の申請を行う。



障害児を対象とする障害者総合支援法のサービス

障害児が対象となるサービスは、一部障害者の給付サービスが含まれる以外に、

・都道府県の管轄となる障害児入所支援（福祉型障害児入所施設、医療型障害児入

所施設）

・市町村の管轄となる障害児通所支援（児童発達支援、医療型児童発達支援

・放課後等デイサービス

・居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援）

がある。



【障害児入所支援】

障害児入所支援とは入所型のサービスでいわゆる生活施設を指す。

入所に関しては児童相談所へ相談、申請し、

家庭での養護が出来ない事情について調査があり、

児童相談所が措置入所の判断をする。



【障害児通所支援】

障害児通所支援の児童発達支援は、対象児童の状態によって

福祉型の児童発達支援センターか医療型の児童発達支援センターの利用

ができる。

治療と保育を同時に行ういわゆる”療育”施設で

障害児のための幼稚園、保育園のようなイメージである。



【放課後等デイサービス】

放課後等デイサービスは

一般的に”放課後デイ”、”放デイ”などとして知られるもので、

障害のある児童のための

学童保育サービスという位置づけである。



【保育所等訪問支援】

保育所等訪問支援は

児童発達支援センターなどの

療育や発達の専門家が該当する障害児の

保育園や幼稚園など集団生活の場

での適応に関して訪問支援するものである。



障害者総合支援法の対象者と利用方法



障害者総合支援法の対象となるのは？

障害者総合支援法の対象者は

身体障害、知的障害、精神障害

発達障害を持つ成人と児童

そして300種類以上ある難病患者で障害者



障害者総合支援法の対象となるのは？

自立支援法までは対象でなかった発達障害と難
病が含まれるようになったのは大きな前進といっ
てもよいだろう。



障害者総合支援法のサービスを利用し
たいとき

障害者総合支援法のサービスを利用し
たい場合、住んでいる市町村の窓口に
申請。



【介護給付の場合】

同法の福祉サービスにかかる給付のうち、介護給付のサービスを受ける場合は障
害支援区分認定調査を受ける。

１．移動や動作等に関連する項目

２．身の回りの世話や日常生活等に関連する項目

３．意思疎通等に関連する項目

４．行動障害に関連する項目

５．特別な医療に関連する項目

上記に関する全80項目の調査を受け、最終的に1（低）~6（高）の区分認定がなさ
れる。障害者総合支援法のサービスを利用したい場合、住んでいる市町村の窓口
に申請をする。



【訓練等給付費の場合】

訓練等給付費のサービスについては

一部を除き認定調査の必要はない。

ただし、場合によっては障害区分に

より受けられるサービスが変わってくる。



【訓練等給付費の場合】

指定特定相談支援事業者に

サービス等利用計画案を作成してもらい、

市町村の支給決定を受けてサービス担当者会議を行い

最終的にサービス等利用計画の

作成を経てサービスの利用が開始される。

その後は状況を見ながら定期的に計画の見直しが行なわれる。



【訓練等給付費の場合】

サービス等利用計画案は、

近くに指定特定相談支援事業者がいない場合、

それ以外の者によるセルフプランの提出も可能となっている。

”それ以外の者”にはサービス利用を希望する

当事者やその家族、支援者が想定されている。



障害者総合支援法下のサービス利用料と自己負担



日本における福祉サービスの

利用料の大部分は税収により賄われている。

国民の大部分が利用する年金制度や保険制度に

ついては税金以外の形で別途徴収があるのは既知のことであ

る。

被雇用者の場合、毎月の給与からこれらの徴収額が差し引かれている。



現在の少子高齢社会では、介護保険を中心とした

高齢者福祉に掛かる費用の捻出が大きな問題となって

おり

今後ますます、国民の理解と負担が求められる部分で

ある。



障害者総合支援法の各種サービスの利用料は原則毎月の支払いとなる。利

用しているサービスの総額の1割が利用者負担（残りは給付、公費負担）とな

るが、これではいわゆる”応益負担”という方式になり、問題となった障害者自

立支援法と変わらないので、ここに世帯収入の区分を設け、負担上限付きと

なった。

 

その区分と上限月額は次のようになっている。



①生活保護世帯…0円

②市町村民税非課税世帯…0円

③一般１

（市町村税課税世帯で収入がおおむね600万円以下）…9300円

（障害児の通所施設、ホームヘルプの利用は4600円）

④一般２（上記以外）…37200円



入所施設とグループホームの利用者で、市町村民税課税世帯であれ

ば”一般２”の区分となるので注意が必要である。

利用者負担上限の対象はあくまで同法上の福祉サービスのみで、入

所型の施設利用では食費や光熱水費が別途、通所型の施設利用で

は食費、医療型の施設では医療費が別途実費負担となる。



 

サービス利用料が負担上限額あり低く抑えられても、

これらの額が高額になれば大きな負担になる。

そのため、入所施設では上限53500円

市町村税非課税世帯では手元に最低でも

25000円残るように減免措置が取られている。



障害児の施設利用についても、これらの実費は”地域で子どもを育てる

ために通常必要な費用”として50000円の負担額上限が設定されてい

る。

 障害者自立支援法で問題視されていた世帯の範囲については、18歳

以上の障害者は本人とその配偶者とし、障害児の場合は保護者の属す

る住民基本台帳での世帯とされた。



障害者総合支援法の問題点と展望



以前の障害者自立支援法が悪法とも

言われ国は違憲訴訟を起こされた。

改正を経て現在の障害者総合支援法になったのだが、

現法も本質は障害者自立支援法と「そう変わってはいない」

という厳しい意見もある。

 



 例えば、利用者負担の所得計算については

個人単位ではなく世帯単位であることが挙げられる。

 

自分に障害があることで同居の

家族や配偶者に経済的負担をかけてしまうのは、

本当に社会的自立なのかという疑問が出てしまう。



同法が介護保険方式なのは将来的には

介護保険制度との統一を視野に入れているためとされている。

介護保険の方が利用者負担については1割負担には厳粛で、

将来的にはそれが障害福祉サービスにも適用される可能性も危惧

されている。



 国の財政が大きく改善されなければ

障害福祉サービスを含む社会保障や

社会福祉制度の維持は厳しいと言えるだろう。


